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３.５ 　事前調査結果の札幌市への報告 

関係規程：法第18条の15第６項　／　法施行規則第16条の11第１～４項　／　国マニュアル「２.２.７」、「４.３.７」 

 

一定規模の解体等工事の元請業者（又は自主施工者）は、事前調査結果を札幌市へ報告する必要

があります。報告対象については、19ページのイメージ図もご確認ください。 

 

　　　　  

 

報告対象 
※1　※２ 

①作業対象となる床面積が合計80m2以上の建築物の解体工事 

②作業に係る請負代金※３が合計100万円以上の建築物の改修工事 

③請負代金※３が合計100万円以上の工作物※４の解体・改修工事 

報告方法 

原則、国の「石綿事前調査結果報告システム」を通じて報告します。 

ただし、システムの使用が困難な場合は、法施行規則の「様式第3の4」を使用して報

告します※５。 

報告期限 事前調査後に速やかに（遅くとも解体等工事に着手する前まで） 

報告事項 

●解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

●事前調査を終了した年月日 

●解体等工事の場所 

●解体等工事の名称及び概要 

●解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日※６ 

●特定粉じん排出等作業の開始時期※７ 

●解体等工事の実施の期間 

●建築物の解体作業を伴う建設工事に該当するときは、作業の対象となる床面積の合計 

●設計図書等に記載されている設置年月日により明らかにアスベスト非含有と判明

せず、事前調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名及び当該者が登録規

定に基づく講習を受講した講習実施機関等の名称 

※９ 

●解体等工事に係る建築物等の概要 

●分析調査による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を

行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称 

●建築物を改造・補修する作業を伴う建設工事又は特定の工作物を解体し、改造・

補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、作業の請負金額の合計額 

●解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類※８ 

●解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料が特定建築材料に該当するか

否か（特定工事に該当するものとみなした場合にあっては、その旨）及び該当し

ないときは、その根拠の概要 
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※１　石綿障害予防規則では、「船舶（総トン数20トン以上の船舶に限る。）の解体・改修工事」

も報告対象となります。詳細は労働基準監督署に確認ください。 

※２　建築物と工作物が混在するものの解体工事又は改修工事を一括で請け負っている場合は、次

のア又はイのいずれか１つでも該当する場合には報告を行う必要があります（報告自体は、工

事全体をまとめた報告で差し支えありません）。 

ア 建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡ 以上である場合 

イ 建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負代金の額が 100 万円 以上である場合 

※３　材料費を含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含まず、消費税を含む額

になります（令和２年11月30日付施行通知）。また、自主施工者が施工する場合は、請負人に

施工させた場合の適正な請負代金相当額を指します。 

※４　特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める次の工作物（特

定工作物）に限ります（令和２年環境省告示第77号、令和５年６月環境省告示第48号）。 

反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備（建築物に設ける給水設備、排水設備、

換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。）、焼却設備、煙突（建築

物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。）、貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除

く。）、発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。）、変電設備、配電設備、送

電設備（ケーブルを含む。）、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛

土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の

囲い（建築物であるものを除く。） 

※５　システムを利用せずに報告を行う場合、大気汚染防止法に基づく届出のほかに、別途、石綿

障害予防規則に基づく届出を所管の労働基準監督署に提出する必要があります。 

※６　設備の設置の工事着手年月日等から明らかにアスベスト非含有と判明したガスケット又はグ

ランドパッキンがある場合（「３.１　事前調査の方法」の「アスベストの使用が禁止されてい

た建築物等」参照）は、その「建築材料を設置した年月日」の報告も必要です。 

※７　特定工事に該当しない解体等工事（アスベスト含有建材が一切ない工事）の場合は、この事

項の報告は不要です。 

※８　解体等工事に係る建築物等の構造上、解体等工事に着手する前に目視することができない箇

所があった場合は、解体等工事に着手した後に目視が可能となった時点で調査を行い、再度報

告を行います。 

※９　建築物等の設置の工事着手年月日等から明らかにアスベスト非含有と判明した場合（「3.1　

事前調査の方法」の「アスベストの使用が禁止されていた建築物等」参照）は、これらの事項

の報告は不要です。 
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石綿事前調査結果報告システムの使用方法等 
 

事前調査結果は、下記URLから「石綿事前調査結果報告システム」にアクセスし、システムを通

じて報告してください。なお、システムを利用するためには、事前に国の行政サービス共通認証

システム「gBizID」への登録が必要となります。 

 

●石綿事前調査結果報告システム 

 

https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp 
 

※システムの利用方法の概要については、次ページで紹介する厚生労働

省YouTubeチャンネルを参照ください。 

※システムに関するお問い合わせは、ヘルプデスク（システム内のお問

い合わせ画面）から行うことができます。 

 

●gBizID　登録サイト 

 

https://gbiz-id.go.jp 

 

 

＜システム画面イメージ＞ 
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●石綿事前調査結果報告システム　動画マニュアル（厚生労働省YouTubeチャンネル） 

 

 

 

＜再生リスト＞ 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKIS 

nWhMNnKAReBBnRgMkE4C6AVy 
 

○ご説明動画（1/4） 
・ システムへのログイン 

①元請事業者の入力 

○ご説明動画（2/4） 
②請負事業者の入力 

③事前調査結果の入力 

○ご説明動画（3/4） 
④申請内容の確認 

⑤登録完了 

○ご説明動画（4/4） ・ 登録済み申請情報の検索・変更 
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※　本報告は原則、石綿事前調査結果報告システムを用いて行います。 
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